
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
の
促
進

運
動
を
展
開
し
ま
す
。
ペ
ア
レ
ン

タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
保
護

者
が
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ

て
、
ネ
ッ
ト
利
用
を
適
切
に
管
理

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
効
果
的

に
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
を
利
用
す
る

こ
と
や
話
し
合
い
に
よ
る
家
庭
内

で
の
ル
ー
ル
づ
く
り
も
重
要
で
す
。

　
ぜ
ひ
身
近
な
問
題
と
し
て
、
ご

家
庭
内
で
話
し
合
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

※
課
税
所
得
と
は
、住
民
税
納
税

通
知
書
の「
課
税
標
準
」の
額

※
年
金
収
入
に
は
、遺
族
年
金
や

障
害
年
金
は
含
ま
れ
な
い

※
被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場
合

は
、「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
合

計
所
得
金
額
の
合
計
が
３
２
０

万
円
以
上
」

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
後
期
高
齢
者

　
医
療
広
域
連
合

０
２
６（
２
２
９
）５
３
２
０

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
産
業
経
済
課
耕
地
林
務
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
耕
地
林
務
係

（
32
）３
１
１
３

「
み
よ
た
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
」

　
　
　
　
　

  

登
録
２
次
元
コ
ー
ド

詳
し
く
は
、「
暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー（
裏
表
紙
）」を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

掲載している行事などは、新型コロナウイルス感染症の
状況によっては中止・延期する可能性があります。

　
町
で
は
、
令
和
４
年
度
町
民
農

園
の
利
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
土
に
親
し
み
、
農
作
物
を
作
る

喜
び
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、「
町

民
農
園
借
受
申
込
書
」を
募
集
期

間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
込
書
は
、
産
業
経
済
課
農
政

係（
２
階
12
番
窓
口
）ま
た
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

申
込
資
格

　
次
の
①
～
③
を
全
て
満
た
す
方

①
町
内
に
居
住
し
て
い
る

②
現
在
、農
地
を
所
有
し
て
い
な
い

③
現
在
、
耕
作
し
て
い
な
い

場
所　
御
代
田
町
大
字
御
代
田
字
上

小
田
井
2
7
6
3
番
4

（
西
友
御
代
田
店
様
北
側
）

区
画
数　
18
区
画（
１
区
画
約
50
㎡
）

募
集
期
間

　
３
月
１
日（
火
）
～
10
日（
木
）

　
土
日
は
除
く

利
用
料
金

　
１
区
画　
年
額
４
，
０
０
０
円

利
用
期
間

　
４
月
９
日（
土
）～
12
月
11
日（
日
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
農
政
係

（
32
）3
1
1
3

　
森
林
法
に
規
定
の
あ
る
地
域
森

林
計
画
区
域
に
該
当
す
る
森
林
の

伐
採
や
、
所
有
者
が
変
更
と
な
る

場
合
は
、
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、

次
の
届
出
書
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
伐
採
す
る
場
合

「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の

届
出
書
」

◦
添
付
資
料

　
位
置
図
・
伐
採
計
画
図

◦
提
出
期
限

　
伐
採
の
着
手
30
日
前
ま
で

○
所
有
者
が
変
更
と
な
る
場
合

　
「
森
林
の
土
地
所
有
者
届
出
書
」

◦
添
付
資
料

　
位
置
図
・
登
記
事
項
証
明
書
等

◦
提
出
期
限

　
新
た
に
所
有
者
に
な
っ
た
日
か

ら
90
日
以
内

　
届
出
書
の
様
式
は
、
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。
ま
た
、
地
域
森
林
計
画

区
域
に
つ
い
て
は
、
長
野
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
信
州
暮
ら
し
の

マ
ッ
プ
）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
届
出
を
せ
ず
に
伐
採
し
た
場
合

は
、
森
林
法
違
反
と
な
り
、
伐
採

の
中
止
命
令
お
よ
び
造
林
命
令
を

　
所
得
税
お
よ
び
町
民
税
・
県
民

税
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
、
申
告
は
お
済
み
で
し
ょ

う
か
。

　
確
定
申
告
が
必
要
な
方
が
期
限

ま
で
に
申
告
を
し
な
い
と
、
延
滞

税
や
加
算
税
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
期
限
内
に
正
し
い
申
告

を
し
ま
し
ょ
う
。
町
で
は
２
月
16

日
か
ら
申
告
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

申
告
相
談
期
間

　
３
月
15
日（
火
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く　
　

申
告
相
談
時
間

【
午
前
の
部
】　
９
時
～
11
時

【
午
後
の
部
】　
１
時
か
ら
４
時

※
毎
週
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

受
付
・
待
機
場
所　

　
役
場
１
階　
町
民
ホ
ー
ル

令
和
４
年
度

町
民
農
園
利
用
者
を
募
集

森
林
の
伐
採
や
所
有
者
変
更
に
は
届
出
が
必
要
で
す

確
定
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

無
料
法
律
相
談
会
を

開
催

【
青
少
年
健
全
育
成
】

「
春
の
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト・新
学
期
一
斉
行
動
」に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
の
窓
口
負
担
割
合
が
見
直
さ
れ
ま
す

　
町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
無
料
法

律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
債
務

や
相
続
、
契
約
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
方
は
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
完
全
予
約
制
で
す
。
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
3
月
25
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

相
談
会
場　
役
場
２
階
相
談
室
４

　
（
控
室 

役
場
２
階
会
議
室
２
）

申
込
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～午

後
５
時
15
分

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

申
込
締
め
切
り　
3
月
18
日（
金
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
４
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
30
分
程
度

そ
の
他　

　
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
利
益

相
反
の
事
情
か
ら
相
談
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
庶
務
係（

32
）３
１
１
１

　
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介

し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ

ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）等
の

利
用
に
よ
り
、
青
少
年
が
犯
罪
や

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
件

が
多
発
し
て
い
ま
す
。
未
来
を

担
う
青
少
年
が
、
リ
ス
ク
に
対
す

る
適
切
な
対
応
を
理
解
し
た
上
で
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
正
し
く
利
活
用
で
き

る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
国
で

は
、
青
少
年
が
初
め
て
自
分
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
手
に
す
る

時
期
で
も
あ
る
春
の
進
学
・
入
学

の
時
期
に
重
点
を
置
き
、
ペ
ア
レ

　
10
月
１
日
か
ら
、
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
う
ち
、
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
医
療
費

の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り

ま
す
。
被
保
険
者
の
令
和
３
年
中

の
課
税
所
得
や
収
入
額
を
も
と
に
、

世
帯
単
位
で
判
定
さ
れ
、
該
当
す

る
方
に
は「
２
割
」と
記
載
さ
れ

た
被
保
険
者
証
が
施
行
日
前
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

２
割
負
担
の
基
準

　
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
方

・
課
税
所
得
28
万
円
以
上

・
年
金
収
入
＋
そ
の
他
合
計
所
得

金
額
が
２
０
０
万
円
以
上

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

ご
存
じ
で
す
か
？　

農
業
者
年
金
の
メ
リ
ッ
ト

問
い
合
わ
せ
先　
農
業
委
員
会
事
務
局  （
32
）3
1
1
3

位
で
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
で

き
、
払
込
期
間
中
で
も
保
険
料
の

変
更
が
で
き
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
条
件
を
満
た
す
方
は
、

保
険
料
の
補
助
制
度
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

80
歳
ま
で
の
保
証
が
付
い
た

終
身
年
金
で
す

　

年
金
は
、
終
身
で
受
け
取
れ
ま

す
。
も
し
、
80
歳
前
に
亡
く
な
ら

れ
た
場
合
は
、
80
歳
に
な
る
ま
で

に
受
け
取
る
予
定
の
年
金
が
、
死

亡
一
時
金
と
し
て
ご
遺
族
の
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

税
制
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す

　

支
払
っ
た
保
険
料
の
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
将
来
受
け
取
る
農

業
者
年
金
は
、
公
的
年
金
等
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　　

農
業
者
年
金
へ
の
加
入
を
ご
希

望
さ
れ
る
方
は
、
農
業
委
員
会
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

確
定
拠
出
型
で

長
期
に
安
定
し
た
制
度
で
す

　

農
業
者
年
金
は
、
積
立
方
式
の

確
定
拠
出
型
年
金
で
す
。
加
入
者

や
受
給
者
の
数
に
影
響
さ
れ
な
い

安
定
し
た
年
金
制
度
で
、
運
用
利

回
り
の
状
況
な
ど
で
保
険
料
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

農
業
者
の
方
は
、

広
く
加
入
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

で
、
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

す
る
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
が

加
入
で
き
ま
す
。
農
地
を
持
っ
て

い
な
い
農
業
者
、
ま
た
、
配
偶
者

や
後
継
者
な
ど
の
家
族
従
事
者
も

加
入
で
き
ま
す
。

　

脱
退
は
自
由
で
す
が
、
脱
退
時

の
一
時
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
支
払
っ
た
保
険
料
は
将

来
年
金
と
し
て
受
け
取
れ
ま
す
。

保
険
料
は自

由
に
設
定
で
き
ま
す

　

毎
月
の
保
険
料
は
、
１
万
円
か

ら
最
高
６
万
７
千
円
ま
で
千
円
単

納　期　限

3 31木曜日
◦上水道料金（3月期分）
　 大口2月使用分・別荘
　（10月～2月使用分）

◦下水道使用料（2月期分）
　 大口2月使用分

◦国民健康保険税（10期分）

◦後期高齢者医療保険料（9期分）

◦保育料（3月分）

◦町営住宅使用料（3月分）

3月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

（
受
付
後
は
、
町
民
ホ
ー
ル
で

お
待
ち
く
だ
さ
い
。
順
番
に
待

合
室
、
相
談
会
場
へ
ご
案
内
し

ま
す
。）

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
期
限
内
の
確
定

申
告
が
困
難
な
方
へ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
確
定
申
告
等
が
困

難
な
場
合
に
は
、
簡
易
な
申
請
に

よ
り
４
月
15
日（
金
）ま
で
の
間
、

申
告
期
限
を
延
長
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

延
長
の
対
象
と
な
る
方（
一
例
）

◦
感
染
症
に
感
染
し
た
、
発
熱
症

状
な
ど
感
染
の
疑
い
が
あ
る
と

い
っ
た
事
情
に
よ
り
外
出
自
粛

の
要
請
を
受
け
た
方

◦
企
業
や
個
人
事
業
主
な
ど
に
お

い
て
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
通

常
の
業
務
体
制
が
維
持
で
き
な

い
状
況
が
生
じ
た
方

※
今
後
、
国
税
庁
の
発
表
に
よ
り
、

内
容
等
が
変
更
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
延
長
期
間
中
に
申
告
し
た
場
合

は
、
令
和
４
年
度
町
民
税
・
県

民
税
の
税
額
が
、
年
度
の
途
中

で
更
正
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
住
民
税
係（32

）３
１
２
６
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